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Abstract

According　to　the　classification　of　political　party　system　by　Giovanni　Sartori，　the　case　of　Morocco　is

equivalent　to　the　polarized　pluralism　that　the　number　of　relevant　party　is　more　than丘ve　or　six．　In　the

Middle　East，　Lebanon，　Iraq　and　lsrael　also　belong　to　the　polarized　pluralism．　Although　these　three　cases

have　a　clear　factor　for　that　each，　there　is　no　clear　factor　in　the　Moroccan　case．　Historically，　many　works

on　the　Moroccan　politics　have　paid　attentions　to　the　aspect　of　authoritarianism　in　the　monarchy．　On　the

extension　of　this　evaluation，　the　polarized　pluralism　is皿derstood　the　result　of　artificiality　by　the　king　and

government　such　as　the　creation　of　new　parties，　split　of　parties，　electoral　system　and　gerrymandering　in

the　general　elections．　However，　I　have　doubts　on　this　view．1　research　the　details　of　results　of　four　times

general　elections廿om　2002　to　2016．　The　results　of　same　constituency　in　each　general　election　are　much

different．　Thus，　there　is　no　point　in　common　showing　marks　of　the　artificiality　by　king　and　government．　It　is

impossible　that　the　king　and　government　introduce　the　results　of　general　election　to　the　polarized　pluralism

artificiall）r．　FUnhermore，　the　electoral　system　of　Morocco　is　not　strong　factor　for　the　pluralism　party　system

and　the　results　of　general　elections　are　stm　the　polarized　pluralism　excluding　the　seats　of　new　parties　and

small　parties．　Therefbre，　the　voting　behavior　of　Moroccans　is　the　main　factor　for　the　polarized　pluralism

party　system　in　Morocco．

1、問題の所在

　政党制の分類に関して、最もよく知られた

もののひとつにサルトーリによる分類があ

る。サルトーリは政党制を、競合的システム

における分極的多党制・限定的多党制・二党

制・一党優位政党制、非競合的システムに

おける一党制・ヘゲモニー政党制に分類す

る。多党制は複数の政党が競合するシステム

であり、影響力の大きい有意政党（relevant

party）が5もしくは6以上あれば分極的、3

～ 5であれば限定的と分類される。［サルトー

リ2000：227－323］これを用いた場合、モロッ

コの事例は分極的多党制に相当する。中東諸

国では、ほかにも分極的多党制に相当する国

としてレバノン、イラク、イスラエルがある。

しかし、これら3力国には多党制を形成する

明確な理由があるのに対し、モロッコにはそ

れがない。

　レバノンが多党制となる理由は、その宗派

制度にある。周知のように、レバノンはキリ

スト教7宗派、イスラーム4宗派に議会の議

席を配分する制度をとっている。レバノン議

会（定数128議席、キリスト教とイスラーム

が64議席ずっ）の選挙制度は中選挙区（注

1）完全連記制で、定数2～10の選挙区ごと

に住民構成による宗派の議席配分が行なわれ
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る。政党の多くも宗派ごとに設立されている

が、選挙は宗派間で争うのではなく、それら

宗派を横断するかたちで形成される政党連合

によって争われる。異なる宗派を基盤とする

政党が連合し、同様に形成された他の政党連

合と選挙を争う。それゆえ、どの政党連合が

勝利しようと、政党ごとの獲得議席はいずれ

も少数にとどまり、つねに分極的多党制とな

る。

　イラク議会（定数328議席）の選挙制度は

中選挙区比例代表制で、各州を定数7～69

の選挙区として行なわれる。イラクのエス

ニック・グループであるアラブ人シーア派、

アラブ人スンナ派、クルド人ごとに多くの政

党が存在する。政党数が多いため、イラクで

も政党連合が選挙の主体となるが、レバノン

とは異なり、政党連合は各エスニック・グルー

プ内で形成される。選挙はエスニック・グルー

プ間の争いとなるため、政党連合の構成はレ

バノンほど流動的ではなく、政党連合の多く

がほぼ単一政党としての役割を果たす。それ

でも、エスニック・グループごとの票が複数

の政党連合や政党に分かれるため、選挙結果

は分極的多党制となる。

　イスラエル議会（定数120議席）の選挙制

度は、大選挙区比例代表制だが、政党が議席

を獲得するために必要な最低得票率である阻

止条項（足切り率）が、2％と非常に低い（1988

年までは1％、2003年までは1．5％）。一般

に比例代表制のみによる選挙では、小党乱立

を防ぐために5％程度の足切り率が設定され

る。イスラエルではそれが低いため、選挙結

果はつねに分極的多党制となる。1948年の

建国以来、過半数の議席を獲得した政党はな

く、すべての政権が連立内閣となっている。

小党に極めて有利な選挙制度を維持する理由

は、移民国家ゆえに少数意見（小党）を排除

しないことを大原則としているためといわれ

る。

　これらに対し、モロッコには多党制となる

はっきりとした理由を見いだせない。詳細は

後述するが、モロッコの総選挙にはレバノ

ン、イスラエルのような制度的要因や、イラ

クのような政治状況に関わる大きな特徴がな

い。にもかかわらず、1997年から2016年ま

での計5回のモロッコ総選挙では、議会定数

325～395に対して第一党の獲得議席は50

～125にとどまり、分極的多党制が続いてい

る。無論、その理由に関しては、これまでの

研究においてさまざまな指摘や評価が行なわ

れている。それらは選挙制度（中選挙区比例

代表制）、低い投票率（政治的無関心）、国王

の権力や影響力、脆弱な政党や議会政治、選

挙に対する国王や政府による操作（新党の設

立やゲリマンダリング）などである。これら

の議論は、特に1996年の憲法改正以降、モ

ロッコの民主化の側面と権威主義の側面の双

方に関わる考察のなかで展開されてきた。

　しかし、筆者はモロッコで分極的多党制が

生じる理由として論じられている、上記のよ

うな既存の指摘や評価に疑義を抱いている。

国王の権力を中心としたモロッコの権威主義

に関わる議論では、国王による「分断支配」

と「調停」がキータームとなっている。これ

は、国王が国王に対抗する勢力に内部分裂を

生じさせたり、新たに国王支持の勢力を形成

したりして、多くの政治アクターを存在さ

せ、アクター間の対立や連携に国王が調停者

として関与することによって、その権力や体

制を維持しているというものである。モロッ

コの政治史や政治状況全般に関する特徴とし

て、この「分断支配」は確かに存在する。そ

して、選挙に参加する政党にもまた「分断支

配」が及んでいることも事実である。それゆ
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え、分極的多党制という総選挙結果も、国王

による「分断支配」の一環であると一般に考

えられている。

　ブルームバーグは、政権と社会の間に距離

を置いて競争や不調和の余地を残し、そこに

野党勢力間の対立や官民の競争などを生じさ

せて権力の維持を図る政治体制を「自由化さ

れた専制」（1iberalized　autocracy）と呼

び、モロッコもこれに該当するとしている。

［Brumberg　2003：40］。また、選挙やそのほ

かの政治的競合が存在しながら、権威主義体

制が続く事例を、「選挙権威主義」（electoral

authoritarianism）または「競争的権威主

義」（competitive　authoritarianism）と呼ぶ。

後述するように、モロッコの選挙には国王や

政府による介入や操作がみられるものの、選

挙結果は常に変化しているため、選挙自体は

機能していると判断できる。それゆえ、モロッ

コはこれにもあてはまる。

　しかし、権威主義と評価される体制で多党

制が形成されているのは、モロッコのみであ

る。サルトーリは非競合的システム（権威主

義）における政党制を、一党制もしくはヘゲ

モニー政党制（政権与党以外に有意政党が存

在しない、実質的な一党制）としている。も

ちろん、これは権威主義体制は一党制を形成

するというサルトーリの判断によるもので、

モロッコの事例はそのような既存のモデルに

該当しないとすることも可能である。けれど

も、「選挙権威主義」の多くの事例は、競合

的システムにおける一党優位制であれ、上記

ヘゲモニー政党制であれ、政権与党のみが長

期にわたり支配政党（dominant　party）を維

持する選挙結果を示している。

　モロッコが、わざわざ人為的に分極的多党

制を作らなけれぱならない理由は、どこにあ

るのか。また、制度的な特徴がない場合、そ

もそも分極的多党制という選挙結果を人為的

に作り出すことは可能なのか。筆者が持った

このような疑問や関心を確認するため、モ

ロッコの分極的多党制はいかなる要因で生じ

ているのか、それは国王の「分断支配」と

どのように関係しているのかといった問題を、

本稿の主題とすることとした。

　本稿の構成は、次節において選挙と政党に

関わる史的展開をまとめる。続く第3節では、

それに対する既存の研究や評価を整理し、多

党制の要因を考察する。そして結論において、

分極的多党制に関わる特質を通して、モロッ

コの民主化と権威主義に対する筆者なりの評

価を試みたい。

　なお、政党名が多数となるため、その正式

名称は文末の表13にフランス語名で記した

（アラビア語名は割愛）。フランス語名とした

のは、政党の略称がその頭文字を用いている

からである。本文では、有意政党の日本語訳

名と略称を最初に記し、以後は略称のみを用

いた。

2、政治史概観一選挙と政党一

　モロッコ最初の政党は、フランス保護領

時代の1934年に設立された国民行動連合

（Comite　de　1’Action　Nationale）で、　こ

れが独立運動の主体となる1943年設立のイ

スティクラール党PIに発展した。最初の選

挙は1947年で、ラバト、フェス、メクネス、

カサブランカ、リヨテ港（現ケニトラ）の諮

問会議（Assemblee　Consultative）に関わる

ものであった。諮問会議議員にはフランス人

とモロッコ人が任命されていたが、そのモ

ロッコ人枠を商工会議所と農業会議所から選

挙で選ぶこととなった。その選出議員総数

21名のなかで、PIが15名を占めた。1951年、

同様の選挙が他の地域の諮問会議にも拡大し
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て行なわれたが、PIの影響力が及ぱない地

方部を含めたため、同党は選挙をボイコット

した。［Lawrence　2013：199、　Ashford　1961：

70］

　1956年、モロッコはフランス、スペイン

より独立した。独立運動を主導したPIは、

そのままモロッコ最大の政党となった。国

王ムハンマド5世はPIに対抗する国王支持

政党として、人民運動MP（ベルベル系）や

立憲体制擁護戦線FDICを設立させた。一方、

PIからは1959年に人民勢力全国同盟UNFP

が分離した。1960年、初の地方選挙が行な

われ、PIが獲得議席総数で第一党となった。

ムハンマド5世は、同じ年に憲法起草委員会

を設置した。しかし、翌61年にムハンマド

5世が死去すると、王位を継承したハサン2

世は委員会を解散し、少数の専門家とともに

自ら憲法案を作成した。国王に大きな権限を

認めた憲法案は、翌62年の国民投票で承認

され、モロッコで初めての憲法が公布された。

議会は二院制で、下院（定数145議席、任期

4年）は普通選挙（直接選挙）、上院（115議

席、任期6年）は間接選挙（3分の2を地方

議会、3分の1を商工会議所などの職業団体

から選出）とされた。

　1963年、両院の第1回選挙が実施された。

下院総選挙の結果は、表1の通りFDICが勝

利し、上院でもFDICが115議席中102議席

を占めた。しかし、1965年に大規模な反政

府暴動が生じ、国王は戒厳令を発して憲法と

議会を停止した。1970年、憲法改正により

議会は一院制（定数240議席、任期6年）に

改められ、その選挙は普通選挙と間接選挙

の併用とされた（配分は選挙法により決定）。

同年、総選挙が普通選挙90議席、間接選挙

150議席（地方議会、商工会議所、農業会議所、

技術者会議所、労働組合から選出）で実施さ

れ、国王支持の無所属議員が過半数を占めた

（表2）。野党の政党連合であるクトラ（UNFP、

PIなど）は、選挙をボイコットした。加えて、

議会は翌71年から招集されず、再び停止状

態が続いた。

表1　1963年総選挙結果［Storm　2007：25］

議席 議∫岳pEiイs’ヰ三　　（％）

FDIC

PI

UNFP

無所属

69

41

29

6

47．6

28．3

20．0

4．1

計 145

≠ぐ2　　1970年総選挙結果　［Storm　2007：29］

議席　　　議席占有率（％）

無所属

MP
Progres　Socia1★

PI

CDP

UNFP

158

60

10

9

2

1

65．83

25．00

4．17

3．75

0．83

0．42

計 240

＊1974年、非合法化されていたモロッコ共産党が進歩社会主義党PPS
と改称し、認可された。Progrさs　S㏄ia1はその前身。

　1971年、軍による王制打倒を目指すクー

デターが生じたが、未遂に終わった。翌72

年の憲法改正において、総選挙の配分は普通

選挙が3分の2、間接選挙が3分の1と規定

され、任期は4年に戻された。改正後、軍の

クーデターが再び生じたが、これも未遂に

終わった。2度のクーデター未遂の背景には、

70年および72年の憲法改正に対する大きな

社会的不満があったといわれる。同じ72年、

UNFPが革命を目指す急進派と漸進的な改革

を志向する穏健派に分裂し、後者は75年に

人民勢力社会主義同盟USFPとして分離した。

1977年総選挙は、普通選挙176議席、間接

選挙88議席で実施された（表3）。国王支持
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の無所属議員が過半数となり、議席を獲得し

た政党ではPIの50議席が最多であった。翌

78年、国王は無所属議員に独立国民連合RNI

という新党を作らせた。

表3　1977ζ〉’登選挙結髪　　Storm　2007・41・42

　　　　i在接※挙

　　　　　81巌膓　　　　　　44．7竺、

PI　　　　　　46　　　　　　　216

MP　　　　　　　　29　　　　　　　　　　124

L’S冊　　11　　　1’1’6
諸派｛5党｝　　む　　　　　　　　6．1
　　　　1？6

1男接漸挙　　　　離磯t皆占イ’ぷ）

57楽席　　　】38議薪（52，5％）

4　　　　　　　　　　50　（19，0Ψら｝

18　　　　　　　　　4了　（17．9‘％）

0　　　　　　　15　（5．7％）

9　　　　　　　M　｛5．3「渇〕

88　　　　　　　2〔見

　1980年の憲法改正で、議会定数が42議席

増加して306議席となり、議会の任期は再び

6年となった。翌81年、RNIの内紛により民

主国民党PNDが分離した。さらに、国王は

RNIに続き、83年に国王支持の無所属議員に

立憲同盟UCという新党を作らせた。1984年、

総選挙が普通選挙1gg議席、間接選挙102

議席、海外投票5議席で実施された（表4）。

UCとRNIがそれぞれ第一党、第二党となり、

PNDも6位に入った。

貞4　19閣勺捨※挙結果：Sornl　2007：49］

　　　普節選挙　　　婁標」磐　　　　1・1，｛接｛＃￥

uc　　　　55遣蔦　　248％　　　　　27銚

RN［　　　　　　鵠　　　　　　　　17．2　　　　　　　　　　盤

S｛P　　　　　　　31　　　　　　　　15．6　　　　　　　　　　16

PI　　　　　　　23　　　　　　　】5．3　　　　　　　　　17

uSFP　　　　34　　　　　　　124　　　　　　　　　　1

P＞εD　　　　　15　　　　　　　　8．9　　　　　　　　　　9

孟累調ミ　（6～芒）　3　　　　　　　　　1．7　　　　　　　　　　10

☆　　　　199　　　　　　　　　　　　　102

海外投票　　　酷（求φh占イ寸杓

1疏席　　　　83継（27．1％）

1　　　　　　　　　61　“9．9｝

0　　　　　47q54）

！　　　　　　　　　　　41　（t34）

1　　　　　　　　　36　（11．δ｝

0　　　　　　24〈T．s｝

l　　　　　　l4（A．6）

　　　㎜
　1978年以降、経済の悪化に起因するデモ

や暴動が生じるようになる。1983年には対

外債務が返済不可能な状態となり、リスケ（返

済繰り延べ）宣言がなされた。翌84年、モロッ

コは国際通貨基金（IMF）・世界銀行の構造調

整を受け入れた。それに伴う補助金の削減な

どにより、同年に大規模な物価暴動が生じた。

これを契機に、国王や政府はそれまでの強権

的な政治手法を次第に見直し始める。（注3）

IMF世銀と構造調整受け入れのための交渉を

始めた1983年、国王はUSFPに組閣を要請し

たが、拒否される。さらに国王は84年の総

選挙後にも、USFPとPIに対し連立内閣参加

を要請したが、これも拒否された。

　1991年、MPの内紛により人民全国運動

MM）が分離した。翌92年憲法改正で議会定

数が27議席増加し、普通選挙222議席、間

接選挙111議席の計333議席となった。翌

93年に総選挙が実施され、確定しなかった

14議席（間接選挙）が翌94年の再投票で争

われた。表5はその結果である。UCが第一

党を維持したが、UCとRNIの議席数は減少し、

USFPとPIが議席を伸ばした。国王は、総選

挙後にUSFPとPIに組閣を要請するが、これ

も拒否された。［Storm　2007：166－167］

表5　1993年給選挙結果　　StoH皿？0（｝T　65

　　　苦通選挙
UC

us■P

Pl

MP

RM
l！NP

PN’D

pps

ぷ派（5覚）

計　　　　　222

　　　　　　　認接遺挙　再投票　　ll（㎜占f「率）

；；∵；］1％㌘㌻；；㌧

il　ll’1二　ll　l蒜
ld　　、。6　H　二　，、，，5、

’1　　：：：　’1：　1二㌶

9　　　　　　　　　13，5　　　　　　　　3　　　　　　　！　　　　　　　13　（3．9）

　　　　　　97　　　　14　　　　333

＊野党のPI、　USFP、　CDT、　UGTMは政党連合のクトラを形成。普通選挙

での議席獲得はP［とUSFPのみ。間接選挙ではCDTが4議席、　UGTM

が2議席獲得したが、選挙の不正に抗議して両党は議席を返上した。

＊＊1994年の再投票は、選挙の不正に抗議して返上された7議席（上

記2党の6議席とPPSの間接選挙1議席）と、選挙結果に対する異議
申し立てが認められた7議席の計14議席で実施された。

　1996年、モロッコにおける民主化の始ま

りと評価される憲法改正がなされた。二院

制が復活し、下院の定数325議席はすべて

普通選挙とされ、任期は新たに5年となっ

た（上院は定数270議席で間接選挙、任期9

年）。翌97年には、モロッコ初のイスラーム

政党である民主立憲人民運動MPCD（1998年、

公正発展党PJDに改称）が認可された。同じ

97年に小選挙区比例代表制（実質的な小選

挙区制）で実施された総選挙の結果は、表6

の通りである。USFPがUCを媒して第一党と
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なり、国王より党首が首相に任命された（MPCD

は9議席）。

表6　1997年淀選挙結果　［Szmollta　2010’24］

　　　　　議席

表7　2002可迂選俳結釆ISrmolka　2010：23：

得票＄　　《　Vk）　　　　　　　　　　　鑑話　‘liイf等！　　（％｝

・；【適挙区　　得票一孝　人堪ぷズ“（轄榊　　詩鴻緒」≡有≒二）

USFP

UC

賊
MP
PI

lMS

MtNP

PND

諸派σ党）

57

50

46

ng

32

32

19

1e

39

325

13．87

10．16

1LO7

10．34

13．18

9．46

6．T7

4．24

20．68

1T53

15．38

14．15

t2．30

9．84

9．S4

5．84

3．97

12．oo

USFP

P［

PJD

RM
MP

MNP

UC

FFD

PSD

PPS

UD

才派ミ11電，

計

45言浪鰯　　　118〒告、

44　　　　　　9．88

38　　　　　　9．84

37　　　　　9．2S

25　　　　　　6．56

16　　　　　5．16

14　　　　　5．13

10　　　　　　4．84

】0　　　　　4．56

9　　　　　d．54

9　　　　　404

38　　　　　20．38

295

5謝賃

：

：

2
2
2
2
1
0
一
3
0

50裟席（15．38％）

綿　　（」4．77）

42　三12．92）

41　　（iL）▼6！）

27｛8．3r，

18（5．54｝

16（↓922

12t3、69）

12　f3．69）

11（3、3S）

10↓308）

38〔1L69）

325

玄8　2007句葛巡Pt云！a　S2mo［㎏201ぴ22、

　　　弓’選挙≡《 人避挙lx　ζ女性唐’　静票峯　　≡“‘培者‘’了尭姦，

　1999年、ハサン2世が死去し、現国王の

ムハンマド6世が即位した。

　2002年総選挙は選挙法の改正により、中

選挙区比例代表制（295議席）と大選挙区比

例代表制による女性枠（30議席）の併用と

なった。足切り率はともに6％だが、中選挙

区の6％は選挙区ごとの投票結果に対する足

切り率であり、トルコの中選挙区比例代表制

のような全国規模での得票率に対する足切り

率ではない。それゆえ、総選挙結果には得票

率6％以下の政党も含まれる。

　選挙結果（表7）はUSFPが第一党を守り、

PIが第二党に入った。　PJDは42議席と躍進

し、3位となった。この総選挙はモロッコ史

上、最も自由な選挙といわれたが、それでも

ラバトとカサブランカで得られたPJDの10

議席程度が、USFPとPIに不正に移される操

作が行われ、両党が主導する連立内閣が成立

した。［私市2007：283］

　続く2007年総選挙では、USFPが後退して

PIが第一党となった（表8）。　PJDは4議席

増やして第二党となったにもかかわらず、イ

スラーム政党であることを警戒されて、PI

主導の連立内閣から除外された。

PI　　　　　　46議嵩　　107ち　　6這把

㌫　　：　1：ll

㌻；㍍l　lil；1
繁何靖　　　　　5　　　　　1s　　　－

4－　　　　　　2％　　　　　　　　　　30

ご
1
：
：

9．5

6

52篭苦u6《⑰る｝

jG　；19A51

41　（12．62）

ag　　E12＿oo］

3s〈1L69／

27‘831）

17ξ523）

M｛43】）

46　〈1415｝

5｛1．54）

325

　2008年、国王の盟友であるヒンマ（Fouad

AIi　E1－Hi㎜a）により、正統近代党PAMとい

う新党が結成された。ヒンマは2007年まで

内務次官を務め、同年の総選挙で無所属議員

となっていた。彼は5つの小党をまとめるか

たちでPAMを立ち上げたが、そのほかにも他

党の名望家（後述）を多数リクルートして態

勢を整えた。翌2009年の地方選挙でPAMの

得票率は第一位の21．69％に達し、最も多く

の地方議会議員（6015議席）を擁する政党

となった（第二位はPIで得票率19％、5292

議席）。［Eib12012：46－49］

　2011年「アラブの春」は、モロッコにも

大きな政治変化をもたらした。2月20日運

動と呼ばれるデモや抗議行動が各地で展開さ

れ、国王は憲法改正と総選挙の前倒しでこれ

に対応した。改正憲法では、アマジク（ベル

ベル）語の公用語化などとともに、国王は総

選挙結果第一党の党首を首相に任命すること

や、下院定数の70議席増加（中選挙区10議
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席増、大選挙区女性枠30議席増、立候補者

を40歳以下とする大選挙区青年枠30議席の

設置で計395議席）が規定された。同年、総

選挙が1年前倒しで実施され、PJDが第一党

となって、その党首を首相とする連立内閣が

発足した（表9）。PAMは初めての総選挙で

47議席を獲得し、4位に躍進した。

k9　20n彪・篭選‘③≡采｛Wiki〔tectia　201CLX：

1！X’F’区　　　・入選挙区］女件怜一，穿’↓拳　　，｛f（菰芭∴イ汗）

P．m　　　　　　ぶ3鑑席　　22　S％　　　　2t議蕗

P！　　　　　　　　　47　　　　　　119　　　　　13

HX‖　　　　　　　40　　　　　1L3　　　　12

P．lll　　　　　　35　　　　　11．｜　　　　　12

［TSFP　　’t°　竺　　9

ilg　＃　三　l
PPS　　　　　　l2　　　　　5T　　　　　6

ヨほ、itO　－x　，　　17　　　　　101　　　　　e

　　　305　　　　　　　　　　　　go

107疏那く2709己｝

60〔t5．19）

52‘1316J

17　dL90／

39｛9B7」

32；810｝

23｛5．s！，

18｛456；

17（ぷ3ぴ

395

　2016年、総選挙が実施された。実施前の

選挙法改正により、大選挙区比例代表制は女

性枠と青年枠を一つの候補者リストに統合し、

足切り率を6％から3％に変更した（中選挙

区は6％のまま）。PJDはPAMの猛追を振り切

り、第一党を維持して、再度その党首が首相

に任命された（表10）。
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3、分極的多党制の要因

　冒頭で記した国王による「分断支配」と「調

停」は、よく知られた［Waterbury　1970］を

はじめとして、独立後の早い時期から多くの

資料で論じられてきた。その内容は、［Willis

2002］と［白谷2014］に要領よくまとめら

れているので、ここでは主として、この2つ

の資料を用いて説明したい。

　「分断支配」はモロッコ政治のさまざまな

局面に見られるが、選挙と政党にかかわるも

のとしては、やはり繰り返される新党の設立

や政党の分裂が最初にあげられる。［Willis

2002：7－8、白谷2014：105－106］ムハンマ

ド5世は、PIに対抗するためにFDICやMPを、

ハサン2世は国王支持の無所属議員を集めて

RNIやUCを作らせ、ムハンマド6世の盟友

ヒンマはPAMを設立した。これら全国規模の

政党以外にも、特定の地域に依拠するような

小党が、国王の意向や政府の非公式な支援を

受けて数多く設立された。その傾向は、特に

2002年と2007年の総選挙にみられ、それぞ

れに参加した新党の数はともに10党を数え

た。政党の分裂に関しては、野党時代のPI

からのUNFPの離脱およびUNFPからのUSFP

の離脱に、国王の関与があったといわれてい

る。一方、国王支持の政党にも分裂は生じて

おり、RNIよりPM）が、　MPよりMNPが分離し

ている。

　また、これらの新党設立や政党分裂には、

モロッコの名望家とそれにかかわるパトロ

ン・クライアント関係（クライエンテリズム）

が大きく関係している。［willis　2002：12－

16、白谷2014：206－207］名望家（ザイーム

ztilm、複数形ズアマーzuama）とは、主とし

て地方の地主層や名家などの有力者で、その

地域住民や援助の対象者にさまざまな影響力

を有する者たちを意味する。地方での新党（小

党）設立は、この名望家層を核とするもので

あり、自ら党首となったり、新党を支援した

りする役割を果たした。また、名望家層は大

政党の幹部クラスにも存在するが、彼らは政

府からの引き抜きの対象となり、政党間を移
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動したり、政党分裂の主体となったりする例

が多い。名望家以外にも、総選挙後に所属政

党を変更する議員も多く、モロッコの政党政

治に対する不信感を喚起している。［Willis

2007：9－10、白谷2014：105－106］

　さらに、選挙制度にかかわる問題も指摘さ

れている。モロッコにおける分極的多党制は、

前節での総選挙結果に従えぱ、1984年から

生じている。1996年の民主化まで、総選挙

やその結果には国王や政府による操作がなさ

れ、たとえば間接選挙では、当時の野党であ

るPIとUSFPは少数の議席しか取れなかった。

総選挙に対する操作は、民主化後に大幅に減

退したといわれるが、今度は2002年総選挙

に導入された中選挙区比例代表制に多党制を

生み出す要因があるとされる。［Willis2007：

11、白谷2014：206－207］2002年および

2007年の総選挙における中選挙区数は95で、

各選挙区の定数は2～5議席、2011年およ

び2016年総選挙における中選挙区数は92で、

定数は2～6議席となっている。選挙区の数

が多く、議席が細かく配分されている選挙で

は、より多くの政党に議席獲得の可能性があ

り、実際の選挙結果もそのようになってい

る。加えて、モロッコの比例代表制に採用さ

れている最大剰余方式では、残余議席を商の

余りの多い政党に配分するため、小党が下位

に当選しやすい。その結果、大政党でも2議

席以上の獲得は困難となり、小党に有利な方

式とされる。［McFaul　and　Wittes　2008：24、

Szmolka2010：　31－33］

　また、2007年総選挙でPJDに不利な選挙

区再編がなされたことなどから、ゲリマンダ

リングの指摘もある。［白谷2014：206］確

かに、モロッコでは頻繁に行政区域の改編が

なされ、それに伴なう選挙区の改編も多い。

後述するように、それら選挙区の一票の較差

が非常に大きいため、ゲリマンダリングがな

されている可能性は否定できない。

　これらの指摘や評価をまとめれば、国王や

政府の介入と国王と関係する名望家のクライ

エンテリズムにより、新党設立や政党分裂が

続き、政党は細分化される。その細分化は、

小党に有利な中選挙区比例代表制とゲリマン

ダリングによって、総選挙の結果に反映され、

モロッコに分極的多党制が形成され維持され

ているということになる。

　しかし、このストーリーには誤りが存在す

る。まず、中選挙区比例代表制は小党に有利

な選挙制度であるとは言えない。中選挙区の

定数が少ない場合、実質的には比例代表制で

はない通常の選挙と同じ結果となり、足切り

率6％にも意味はない。定数が4～6議席と

多い場合、同じ大政党に属する複数の候補者

は競合して票を奪い合う必要がなく、逆に下

位当選圏に入った小党は6％に抵触する可能

性があるため、むしろ大政党に有利な選挙制

度といえる。このことは、最大剰余方式であ

ろうがなかろうが、変わりはない。総選挙結

果が分極的多党制となる最大の要因は、中選

挙区比例代表制という選挙制度にあるのでは

なく、つねに票が分散される傾向を示す有権

者の投票行動にある。

　文末の表12は、中選挙区比例代表制が導

入されてからの4回の総選挙にかかわる選挙

区別の議席獲得政党である。結論から言え

ば、この選挙結果を人為的に導くことは不可

能である。議席を獲得した政党が同じであっ

た選挙区数は、2002年と2007年で3選挙区、

2007年と2011年で2選挙区に過ぎないが、

2011年と2016年では17選挙区と飛躍的に

増加する。2011年総選挙で定数6議席の選

挙区が新たに設けられたため、同じ政党から

複数の当選者を出す選挙区が、2007年の8
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選挙区から2011年の26選挙区に増加したこ

とは、すでに指摘されている。［白谷2014：

116］2011年ではpJDが、2016年ではpJDと

PAMが大きな議席数を得ていることから、同

じ政党から複数の当選者を出す選挙区や選挙

結果が同じである選挙区が、2011年以降に

増えていることは当然のことといえる。

　しかし、過去4回の総選挙結果に、この2

点以外のいかなる共通点も特定の傾向や法則

性も存在しない。連続3回以上の総選挙で同

じ結果を示す選挙区（いわゆる無風区）はな

く、各選挙区の結果は総選挙ごとに異なっ

て、ばらばらな状態を示している。いかに分

極的多党制とはいえ、それが制度的特徴や政

府による操作の結果であるならば、相当数の

選挙区に明らかな結果の共通性がみられるは

ずである。選挙区ごとに毎回異なる操作が行

われているにしても、それが選挙結果の大勢

に結びつくためには、非常に多くの選挙区を

その対象としなければならない。費用対効果

を考えれば、そのような操作は現実的ではな

い。選挙区ごとの操作は、分極的多党制の形

成要因とまでは言えず、その第一義的な要因

は票が割れる投票行動に求められるべきであ

る。民主化後の最初の総選挙である1997年

総選挙は、大政党に有利な小選挙区制で実施

されたにもかかわらず、その結果は依然とし

て分極的多党制であった（表6）。このことも、

モロッコ特有の投票行動が多党制を形成して

いることを表している。

　ゲリマンダリングについては、さまざまな

ケースが想定できる。ただ、モロッコでは選

挙における一票の較差が大きく、この問題に

ゲリマンダリングが関連付けられることが多

い。そこで、一票の較差とそこでの選挙結果

を確認することによって、ゲリマンダリング

の問題を判断することとした。ゲリマンダ

ンリングが行なわれていれば、一票の較差に

応じた特定の選挙結果が示されるはずであ

る。一般には、一票の価値が高い選挙区が与

党に有利となり、低い選挙区は野党に有利と

なることが予想される。有権者数を確認で

きなかったため、2007年総選挙の選挙区ご

との人口を2004年人ロセンサス［Morocco

2015C］で、2011年総選挙の選挙区ごとの人

口を2014年人ロセンサス［Morocco　2015D］

で確認し、それを選挙区の定数で割って当

選者一人当たりの人口を計算した。表11は、

それぞれの一票の価値がより高い3選挙区と

より低い3選挙区およびその選挙結果である。

表11　一票の較差と選挙結果

2004年国人口2979万2744人

2007年総選挙・中選挙区全定数（295議席）の当選者一人あたり平均人ロ10万0992人

　　　　　　　　　　　当選者一人当たりの人口　　議席獲得政党選挙区

一票の価値が高い選挙区

アウセルド州選挙区〔定数2）

ナドール州選挙区（定数4）

エルフィダ・メル・スルタン県選挙区（定数3）

一票の価値が低い選挙区

アイン・シバア・ハイ・ムハンマディ県選挙区（定数3

タンジェ・アシーラ県選挙区（定数4）

ベンメシク県選挙区（定数2）

1万0240人

1万1639人

1万1742人

MP，　PI

MP，　PND・AHD，　PRE．　RNI

PI，　PJD，　UC

）23万4601人　　　　MP．　PM，　UC

18万9873人　　　PJD（2），　RNI，　UC

14万2866人　　　　PI，　UC

選挙区

一票の価値が高い選挙区

タルフィヤ州選挙区（定数2）

アウセルド州選挙区（定数2）

アーサ・ザーグ州選挙区（定数2）

一票の価値が低い選挙区

タンジェ・アシーラ県選挙区（定数5）

シーディー・ベルヌーシー県選挙区（定数3）

インズガーン・アイトづルール県選挙区（定数3　）

2014年国人ロ3376万2036人

2011年総選挙・中選挙区全定数（305議席）の当選者一人あたり平均人口11万0695人

　　　　　　　　　　　当選者一人当たりの人ロ　　議席獲得政党

6503人

8005人

2万2060人

PI，　RNI

PI，　RNI

PAM，　USF　P

21万2060人　　　　PJD（3｝，　PAM，　RNI

20万9126人　　　　pm（2），　PAM

18万0229人　　　　PJD（2），　USFP

＊アウセルド州は西サハラ地域にあり、タルファヤ州およびアーサ・ザーグ州もその人口

の一部が西サハラ地域にかかっている。モロッコが実効支配している紛争地であるが、そ

の問題と選挙結果との関係に特殊な点を確認できなかったため、そのままとした。

　　一票の較差は2007年で最大22．9倍、2011

年では32．6倍となっている。非常に大きな

　較差といえるが、選挙結果に特段の違いはな

　い。2011年の一票の価値が低い選挙区でPJD

　が勝利しているが、この総選挙で同党は全国

　的に獲得議席を伸ばしているため、その要因

　をゲリマンダリングにのみ求めるわけにはい

　かない。そのほかの選挙区では、いずれも
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親国王の旧与党系、左派の旧野党系、PJDと

PAMという新興勢力が混ざり合っている。一

票の価値が高い選挙区での国王や政府に有利

な選挙結果も、その逆の展開も見いだせない。

それゆえ、ゲリマンダリングが行なわれてい

るにしても、それは効果を発揮していないと

いえよう。（注4）

　一方、「分断支配」による新党設立や政党

分裂は、政党の細分化をもたらし、分極的多

党制が成立する基盤となっている。これは当

然、多党制の要因として捉えられなけれぱな

らない。しかし、ここにも考慮すべき問題点

がある。全国的に展開する新党PAMを除き、

国王や政府の意向または支援を受けた新党は、

特定の地域に依拠するがゆえに、各党の獲得

議席が極めて少ない（1～4議席）。これら

新党を含めた表4～9の諸派の議席数を、当

該総選挙の第一党の議席数に加えても、その

議席占有率は30％前後にとどまる。PAMを除

く新党が総選挙に参加しなくても、選挙結果

は依然として分極的多党制のままなのである。

　また、政党分裂に関しては、既述のように

国王支持の政党も分裂している。国王や政府

がこれらの政党の分裂を望む理由はないので、

この分裂は「分断支配」とはかかわりなく生

じていると見るべきであろう。もちろん、「分

断支配」は強力な政治アクターの出現を阻む

ものであり、親国王の与党もその例外ではな

いとの判断も可能である。しかし、モロッ

コの1970年および1977年の総選挙と同様

に、ヨルダン、クウェート、バハレーンの総

選挙でも国王支持の無所属が最も多くの議席

を占め、議会の最大勢力となっている。［松

本2005：63、67－68］これら3力国の国王は

その態勢を現在まで維持しており、国王支持

の無所属議員に政党を作らせたのはハサン2

世のみである。わざわざ政党を作らせておい

て、自らその分裂を招くようなことをするだ

ろうか。PIやUNFPの分裂には国王・政府の

関与があったにせよ、政党の分裂が繰り返さ

れる現象自体には、モロッコの政治文化とも

いうべきより一般的な性向が作用していると

考えるべきであろう。（注5）

　新党設立と政党分裂は、分極的多党制の必

要条件であっても、十分条件ではない。モロッ

コにおける分極的多党制の要因は、やはり上

記した有権者の投票行動に求められるべきで

ある。それゆえ、冒頭で記した問題関心に則

して言えば、分極的多党制は人為的に形成さ

れたものではなく、選挙における民意の反映

とみるべきである。モロッコの政治に国王の

「分断支配」は確かに存在するが、総選挙の

結果である分極的多党制は、それを要因とす

るものではない。本稿の論述からすれば、多

党制という選挙結果を「分断支配」と関連付

ける指摘や評価には、モロッコ政治における

「分断支配」の強い影響力からくる予断が働

いていると考えられる。

　既存の研究にも、本稿の見解に近いものが

ある。［Szmolka　2010：31－33］は、多党制の

結果として、①政党が強力な勢力となるため

に団結することが困難となる、②国王に反対

できるような政治勢力出現の可能性が小さく

なる、③議会および政府において政党が多数

であることは立法・行政の制度を弱め、政党

が独立し自律したアクターとなることを困難

とする、④選挙における政党数の多さは有権

者を混乱させ、不信を引き起こすと述べ、「分

断支配」が多党制を作っているのではなく、

多党制という選挙結果が「分断支配」を助長

しているという逆の展開を示している。また、

［Cavatorta　2009］はイスラーム政党と世俗

主義政党のイデオロギーや戦略の違いが野党

勢力の団結を阻害し、国王による権威主義に
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反対する力を削いでいると論じ、［Pellicer

and　Wittes　2008：37－38］はpJD躍進の理由

として、従前からの諸政党の非民主的な意思

決定や運営、政策の欠如、議会での欠席率の

高さ、名望家層の弊害といった問題点を挙げ

ている。これらは国王の「分断支配」よりも、

モロッコの諸政党そのものに政党弱体化の責

任を求めている。

4、評価と展望

　モロッコの権威主義と民主化に関して、

1956年の独立から現在までの政治状況を総

選挙の展開から考察すれば、それは3期に分

けられる。独立から1996年の民主化までは、

作為的な選挙制度や総選挙への操作など、権

威主義的側面がより強い時期であった。民主

化以降は、ムハンマド6世の改革志向なども

重なり、国政の正常化とも呼ぶべき自由化の

進展があった。しかし、より重要な政治変化

は、2007年までの総選挙と2011年以降の総

選挙の違いに見てとれる。

　2011年総選挙から、同じ政党から複数の

当選者を出す選挙区や、議席を獲得した政党

が同じになる選挙区が、飛躍的に増加したこ

とはすでに述べた。これにより、PJDは2011

年に総選挙史上初めて100議席以上を獲得し

て第一党となり、それまでの野党から与党と

なって政権の中心を担った。2016年にはPJD

とともにPAMも100議席以上を獲得し、　PJD

は第一党と政権を維持した。このほかにも、

2002年と2007年の総選挙における新党の数

がともに10党であったのに対し、2011年総

選挙で議席を獲得した新党は3党（PAM以外

は各1議席）、2016年ではわずか1党（2議席）

にすぎず、新党設立は格段に減少した。これ

に関連して、総選挙において議席を獲得した

政党数は2002年が22党、2007年が20党で

あったのに対し、2011年の18党をはさんで

2016年には12党となり、ほぼ半減した。こ

れらの違いは、いったい何を意味しているの

だろうか。

　PJDはイスラーム政党として、それまでの

諸政党とは異なる態勢や政策を有している。

その候補者に名望家は少なく、教員などの高

学歴の若い人物が多い。選挙戦では反汚職を

強調し、実際に地方選挙でPJDが勝利した自

治体では、汚職が減少している。［Pellicer

and　Wegner　2015：38，40，50］PAMもまた、

MPやRNI、　UCといったそれまでの親国王の

政党とは異なる性質を持っている。他党の名

望家をリクルートしていることは1日来の政治

手法に属するが、設立者であるヒンマが内務

官僚として携わった、ハサン2世時代の政治

的暴力や抑圧を調査する「公平と和解委員会

IER」に関係した人権や左派の活動家がPAM

に参加していることは、他党にない特徴と

なっている。そのほかにも、政府出身のテク

ノクラートや起業家など、新しいタイプの政

治家をそろえ、地方の開発などの政策を掲げ

ている。［Eib12012：46－47，50－53］

　従来の諸政党とは異なるPJDとPAMが、

2016年総選挙で第三党に50議席以上の差を

つけて上位2党を占めたことは、モロッコの

政党制そのものの変化を予感させる。無論、

2016年の結果も分極的多党制のままではあ

るが、少なくとも限定的多党制に向かう過程

にあると評価できるのではないか。政党制の

変化は今後の総選挙の展開次第であるが、そ

の背景にある政治エリートの変化は、確実に

進んでいる。国王支持の政党として作られた

MP、　RNI、　UCなどは、その後長らく連立内閣

を構成し、政権を担った。しかし、1996年

の民主化後は、翌97年の総選挙でUSFP党首

が首相に任命され、それまで野党であった左
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派系の政党が連立の主軸を担うこととなる。

さらに、イスラーム政党として国王・政府

や既存の諸政党から強く警戒されていたPJD

は、2．月20日運動後の2011年総選挙で第一

党となり、続く2016年総選挙での勝利を経

て、現在も政権与党を続けている。

　親国王の政党も左派系の政党も、PJD主導

の連立内閣に参加する例はあるものの、明ら

かに政治の表舞台から後退している。地方の

ボスといった名望家層に頼らず、高学歴の教

員、テクノクラート、社会活動家などの斬新

な候補者を擁立するPJDとPAMは、特定のイ

　　　　　　表12

デオロギーを抑えて、有権者の需要に応える

ことを優先、強調する政党となっている。両

党は、国王を支持するのか、国王に反対する

のかといった社会的亀裂に依拠する政党では

なく、問題解決型の包括政党を目指している

ともいえよう。両党がモロッコ初の包括政党

となり、分極的多党制に変化をもたらすこと

ができるか否かは、両党の活動に関わる新し

い政治エリートの活躍にかかっていると思う。

2002～2016年選挙区別総選挙結果（議席獲得政党）（注6）

2002 2007 2011　　　　2016

1、タンジェ・ティトゥワン・エルホセイマ地方
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2、東部地方

ウジダ・アンガード県 鯉
PJD

RM
USFP

MP
PI

PJD

RNI

PI

PJD

PJD

RNI

PAM
PAM
PJD

PJD

ベルカン州 PI

PSD

USFD

PJD

PT

USFD

PJD

RNI

UC

PAM
PI

PJD

ナドール州★3 AHD
PJD

PPS

UD

MP

PND－AHD
PRE

RM

唖
PJD

RM
USFP

鯉
PAM
PJD

RM
ダリウシュ州★3 PI

RNI

UC

PI

RNI

UC

唖
PAM
RNI

唖
PAM

RM
ジャラーダ州 GSU

PI

PADS－CM・PSU

RM
PAM
USFP

PAM
PI

タウリルト州 PI

PND
MP
PNDS・CM・PSU

PAM
USEP

PI

UC
ブイギーグ州 GSU

鯉
PI

MDS
MP
PI

唖
PI

RM

PAM
PI

PJD

グルシフ州★4 FFD

MP
RNI

PADS－CM－PSU
PI

RNI

唖
PT

PAM
PI

3、フェス・メクネス地方

タザ州★4

㎜PI
RNI

USFP

FFD

MP
PI

UC

姫
PAM
PJD

PUD
USFP

MDS

唖
PAM
PI

PJD

タウナート州㌔ ㎜
PPS

RM

PND－AHD

RM
UC

PI

PPS

RM

PAM
PPS

RM
PI

RNI

USFP

PI

PPS

RM

FFD
PI

USFP

PAM
PI

PJD
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ムーレイ・ヤアクーブ州 FFD
PI

PJD

MDS
PPS

PI

PI

PAM
PJD

フェス県怜 PPS

PJD

班

PI

PI

PJD

PPS

PI

PJD

PJD

USFP

PAM
PI

PJD

PJD
PI

PJD

USFP

PI

PJD

RM
USFP

PI

PJD

PJD

USFP

PI

PJ］D

PJD

RM
セフルー州 MNP

PI

USFP

MP
PI

USFP

PAM
PPS

USFP

限
PJD

USFP

ブルマーン州 唖
PJD

USFP

MP
RM
USFP

MDS

唖
USFP

唖
PAM
PJD

メクネス県★7 PJD

PPS

USFP

PED
PI

PJD

班
PI

PJD

MP
PI

PJD

AHD
PJD

USFP

PJD

PND－AHD
PRE

PJD

RM
UC

PJD

RNI

UC
エルハージブ州 ㎜RM

PI

PI

PJD

PPS

PI

PJD

イフレン州 班RNI
PPS

USFP
MP
PJD

MP
PJD

4、ラバト・サレ・ケニトラ 地方

シーディー・カセム州勉 MNP

鯉
UD

唖
RNI

USFP

㎜PI
PJD

PPS

UC

PAM
PI

PJD

PPS

UC
ケニトラ州★8 PML

PJD

USFP

PJD

PJD

UC

PEDD
PJD

PJD

PAM
PJD

PJD
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5、ベニー・メラール・ヘニフラ地方
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6、カサブランカ・セッタート地方
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　ムーレイ・ラシード郡

　アイン・ショク郡★17

　ハイ・ハサニー郡＊17

　エルフィダ・メル・

　　スルタン郡

　ベンメシク郡★18

メディオナ州★18

ヌワーシル州勺9

ベンスレイマン州

セッタート州t20

ベルシード州★20

RNI RM PJD　　　　　PJD

USFP USFP RM　　　　　PJD

MP PJD PJD　　　　　PAM

PI RM RNI　　　　　PJD

PJD UC UC　　　　　PJD

FFD 唖 MP　　　　　PAM

MNP PJD PJD　　　　　PJD

PI PJD　　　　　PJD

PJD PI PI　　　　　　PAM

USFP PJD PJD　　　　　PJD

RM PJD　　　　　PJD

PJD PI PJD　　　　　PAM

PJD PJD PJD　　　　　PJD

UC UC RNI　　　　　PJD

USFP
PI PI PI　　　　　　PJD

PJD UC PJD　　　　　RM

PDI UC　　　　　UC

USFP PI PAM　　　　　PAM

USFP PI　　　　　　UC

FFD PAM　　　　PAM

唖 PI　　　　　　PI

UC PJD　　　　　PJD

PI PI PPS　　　　PI

RM PPS RNI　　　　　PJD

USFP USFP USFP　　　　RNI

FFD MDS PI　　　　　PAM

MDS PADS・CM－PSU PJD　　　　　PI

MNP PED PRE　　　　PJD

MP PND・AHD PT　　　　　PPS

CM PI UC　　　　　UC
PI PND－AHD USFP　　　　USFP

RM UC
PND PI PAM　　　　　PAM

RM RM PI　　　　　　PI

USFP USFP PJD　　　　　PJD
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7、マラケシュ・サフィ地方
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エルハウザ州

シシャーワ州

エッサウィラ州

UD UC PJD PJD

USFP
FFD 唖 MP

唖 PAM PAM
UC PJD PJD

ADL FFD PAM PAM

MP PPS PI PI

PI RNI PJD PJD

RM UC UC RM
MNP MDS MDS PAM
PPS MP PI PAM
RNI PPS PJD PI

UC USFP RNI PJD

PI PADS・CNI・PSU PEDD PAM
PI PPS PI PJD

RM RNI RNI PPS

USFP USFP USFP USFP

8、ドラア・タフィラルト地方

ミデルト州★12 MPS
PED
USFP

PI

PRE
USFP

MP
PI

USFP

PAM
PJD

RM
エルラシディア州★25 AHD

PJD

UD

郷MP
PJD

PJD

PJD

PPS

PAM
PGV
PI

MNP

㎜
PPS

MP
PJD

PPS

PT

RNI

PJD

RM

ワルザザート州★26 PED
PI

PSD

MP
PED

RM

PI

PJD

PPS

MP
PAM
PJD

ティネリール州★26 RNI

UC
UC
USFP

PAM
PI

PJD

PAM
PJD

RM
ザゴラ州 FFD

MP
RM

PI

RNI

USFP

PAM
PI

RM

PAM
PJD

RM
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9、スース・マサ地方

10、グルミーム・ワディ・ヌーン地方

シーデイー・

　イフニー州de28

グルミーム州

アーサ・ザーグ州

タンタン州

PJD

USFP

PJD

USFP

唖
RM

PS

UC
RNI

USFP
RM
USFP

MDS
PI

MDS
PI

PAM
USFP

PAM
USFP

FC

RNI

PI

RM
PI

RNI

PAM
PI

11、ラアユーン・サーキア・エルハムラ地方

12、エッダーヒラ・ワディ・エッダハブ地方
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亭 1、メディク・フニディク県は、2004年にティトウワン州より分離して新設された。

’2、2007年総選挙まで、ガルブ・シュラルダ・ベニー・ハサン地方（当時）シーディー・カセム州はメシュラア・ペルクシリ選挙区（定数3）とワッザー

ン選挙区（定数4）に分かれていたが、2009年にワッザーン選挙区の地域にワッザーン州が新設されてタンジェ・ティトウワン地方（当時）に編入された。

2011年総選挙に際し、定数はシーディー・カセム州が5議席、ワッザーン州が3議席に変更された。ワッザーン州の2003年および2007年の欄は、シー
ディー・カセム州ワッザーン選挙区の議席獲得政党である。2015年、シーディー・カセム州は新設のラバト・サレ・ケニトラ地方に、ワッザーン州は新設

のタンジェ・ティトゥワン・エルホセイマ地方に編入された。
＊3、2007年総選挙まで、ナドール州は北西選挙区（定数4）と南東選挙区（定数3）に分かれていたが、2009年に南東選挙区の地域にダリウシュ州が新設された。

ダリウシュ州の2003年および2007年の欄は、ナドール州南東選挙区の議席獲得政党である。

＊4、2007年総選挙まで、東部州（当時）タザ州はタザ選挙区（定数4）とグルシフ選挙区（定数3）に分かれていたが、2009年にグルシフ選挙区の地域

にグルシフ州が新設された。2011年総選挙に際し、定数はタザ州が5議席、グルシフ州が2議席に変更された。グルシフ州の2003年および2007年の欄

は、タザ州グルシフ選挙区の議席獲得政党である。2015年、タザ州は新設のフェス・メクネス地方に編入された。
’ 5、タウナート州の上段はタウナート・テッサ選挙区、下段はカリア・ガフサイ選挙区。
’6、2002年総選挙まで、フェス・エルメディナ県（定数3）とフェス・エルジャディーダ・ダール・ダビープガ県（定数3）の2県であったが、2004年

に統合されてフェス県となり、前者はフェス県北部選挙区（定数4、上段）、後者は南部選挙区（定数4、下段）となった。
’7、2002年総選挙まで、メクネス・エルイスマイリア州（定数3、上段）とメクネス・エルメンザ州（定数3、下段）の2州であったが、2004年に統合

されてメクネス県となり、それぞれ同名の選挙区となった。2011年総選挙の際に2選挙区が廃止され、県が定数6議席の単一選挙区となった。

’8、2007年総選挙まで、ケニトラ州はケニトラ選挙区（定数3、上段）、エルガルブ選挙区（定数3、下段）、ベニー・ハサン選挙区（定数3）に分かれていたが、

2009年にペニー・ハサン選挙区の地域にシーディー・スレイマン州が新設された。シーディー・スレイマン州の2003年および2007年の欄は、ケニトラ

州ベニー・ハサン選挙区の議席獲得政党である。

＊9、サレ県の上段はサレ・メディナ選挙区、下段はサレ・エルジャディーダ選挙区。
＊ 10、ラバト県の上段はラバト・バハル選挙区、下段はラバト・シェラ選挙区。
’ 11、ハミーサート州の上段はハミーサート・ワルメス選挙区、下段はティフレト・ロマーニー選挙区。
享 12、2007年総選挙まで、メクネス・タフィラルト地方（当時）ヘニフラ州はヘニフラ選挙区（定数3）とミデルト・エルクバブ選挙区（定数3）に分か

れていたが、2009年にミデルト・エルクバブ選挙区の地域にミデルト州が新設された。ミデルト州の2003年および2007年の欄は、ヘニフラ州ミデルト・

エルクバブ選挙区の議席獲得政党である。2015年、ヘニフラ州は新設のべニー・メラール・ヘニフラ地方に、ミデルト州は新設のドラア・タフィラルト地

方に編入された。

n3、2007年総選挙まで、ホリブガ州はワディ・ゼム・ビジャアド選挙区（定数3、上段）とウラド・バハル・クバール・ワ・スガール選挙区（定数3、下段）

に分かれていたが、2011年総選挙に際して2選挙区が廃止され、定数6議席の単一選挙区となった。
’14、2007年総選挙まで、ベニー・メラール州はペニー・メラール選挙区（定数3、上段）、カスバ・タドラ選挙区（定数3、下段）、ペニームーサー・ペニー・

アミール選挙区（定数4）に分かれていたが、2009年にベニー・ムーサー・ベニー・アミール選挙区の地域にファキーフ・ベンサーレハ州が新設された。ファキー

フ・ベンサーレハ州の2003年および2007年の欄は、ベニー・メラール州ベニー・ムーサー・ベニー・アミール選挙区の議席獲得政党である。2011年総

選挙に際し、ベニー・メラール州は定数6議席の単一選挙区となった。
＊ 15、アジラル州の上段はアジラル・デムナテ選挙区、下段はブズー・ワーイザーグト選挙区。
’ 16、2015年、それまでのカサブランカ・アンファ県、シーディー・ベルヌーシー県、アイン・シバア・ハイ・ムハンマディ県、ムーレイ・ラシード県、アイン・

ショク県、ハイ・ハサニー県、ベンメシク県、エルフィダ・メル・スルタン県は、新設のカサブランカ県に統合された。選挙区であった各県はそれぞれ郡

（arrundissement）となり、そのまま選挙区を維持している。
’ 17、2002年総選挙まで、アイン・ショク・ハイ・ハサニー県（定数5、単一選挙区）であったが、2004年にアイン・ショク県（定数2）とハイ・ハサニー

県（定数3）に分離された。
’ 18、2002年総選挙まで、ベンメシク・メディオナ州（定数4、単一選挙区）であったが、2004年にベンメシク県とメディオナ州（ともに定数2）に分離された。
’ 19、ヌワーシル州は、2004年に新設された。
’20、2007年総選挙まで、セッタート州はセッタート選挙区（定数4、上段）、ベンハマド選挙区（定数3、下段）、ベルシード選挙区（定数3）に分かれて

いたが、2009年にベルシード選挙区の地域にベルシード州が新設された。2011年総選挙に際し、セッタート州は定数6議席の単一選挙区、ベルシード州

は定数4議席の単一選挙区となった。ベルシード州の2003年および2007年の欄は、セッタート州ベルシード選挙区の議席獲得政党である。

’21、2007年総選挙まで、エルジャディーダ州はエルジャディーダ・アズムール選挙区（定数3、上段）、ブーアジーズ・ズマムラ選挙区（定数3、下段）、シー

ディー・ベンヌール・ウラド・フリジュ選挙区（定数4）に分かれていたが、2009年にシーディー・ベンヌール・ウラド・フリジュ選挙区の地域にシーディー・

ベンヌール州が新設された。シーディー・ベンヌール州の2003年および2007年の欄は、エルジャディーダ州シーディー・ベンヌール・ウラド・フリジュ

選挙区の議席獲得政党である。2011年総選挙に際し、エルジャディーダ州は定数6議席の単一選挙区となった。

＊22、2007年総選挙まで、サフィ州は北部選挙区（定数4、上段）と南部選挙区（定数4、下段）に分かれていたが、2009年に南部選挙区の一部にユース

フィーヤ州が新設された。2011年総選挙に際し、サフィ州は定数6議席の単一選挙区、ユースフィーヤ州は定数2議席の単一選挙区となった。

’23、2007年総選挙まで、エルケラア・スラグナ州はスラグナ・ザムラン選挙区（定数4）とラハムナ選挙区（定数3）に分かれていたが、2009年にラハ

ムナ選挙区の地域にラハムナ州が新設された。ラハムナ州の2003年および2007年の欄は、エルケラア・スラグナ州ラハムナ選挙区の議席獲得政党である。

吃4、2002年総選挙まで、マラケシュ・エルメディナ州（定数2）、シーディー・ユーセブ・ベンアリー州（定数3）、マラケシュ・メナラ州（定数4）があっ

たが、2004年にこれら3州は新設のマラケシュ県に統合された。マラケシュ県は、マラケシュ・エルメディナ・シーディー・ユーセブ・ベンアリー選挙区

（定数3）、メナラ選挙区（定数3）、ゲリーズ・ナヒール選挙区（定数3）に分かれる。2002年の欄の上段はマラケシュ・エルメディナ州とシーディー・ユー

セブ・ベンアリー州の議席獲得政党の合計、中段はマラケシュ・メナラ州の議席獲得政党、2007・2011・2016年の欄の上段・中段・下段はそれぞれ上記

3選挙区の議席獲得政党である。
’25、2007年総選挙まで、エルラシディア州はゲリス・ティスレト選挙区（定数3、上段）とジズ・タフィラルト選挙区（定数3、下段）に分かれていたが、

2011年総選挙の際に定数5議席の単一選挙区となった。
’26、ティネリール州は、2009年にワルザザート州より分離して新設された。
＊27、タルーダント州の上段は北部選挙区、下段は南部選挙区。

＊28、2009年、スース・マサ・ドラア地方（当時）ティズニット州よりシーディー・イフニー州が分離され新設された。2015年、ティズニット州は新設のスー

ス・マサ地方に、シーディー・イフニー州は新設のグルミーム・ワディ・ヌーン地方に編入された。
寧29、タルファヤ州は、2009年にラアユーン州より分離して新設された。
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表13政党名リスト
ADL：A皿iance　des　libert6s

AHD：Parti　al　ahd，　Parti　al　ahd　ad　dirnocrati（別略称PAD）

CDT：　Confed6ration　d6mocratique　de　travail

CNI：CongrbS　national　ittihadi

FC：Forces　citoyennes

FDIS：Front　POur　la　d6fence　des　institutions　constitUtionne皿e

FFD：Front　des　forces　d6mocratique

FGIk　Federation　de　la　gauche　d6mocratique

GSU：Parti　de　la　gauche　socialiste　unifibe

lCD：Initiative　citoyennes　pOur　le　d6veloppement

MDS：Mouvement　d6mocratique　et　social

MNP：Mouvement　national　pOpUlaire

MP：Mouvement　populaire

MPCI｝　Mouvement　POPulaire　constitUtionnel　et　democratique

MPDC：Mouvementμ）pulaire　d6mocratique　et　constitUtionnel

OADP：Organisation　de　1’action　d6mocratique　populaire

PA：Parti　de　ra〔ガon

PADS：Parti　de　1’avant－garCle　d6mocratique　et　socialiste

PAM：Parti　authenticit6　et　mOdernit6

PDI：Parti　d6mocratique　de　1’ind6pendance

PED：Parti　de　1’environnement　et　du　d6veloppement

PEDD　Parti　de　1’enVironnement　et　du　developpement　durable

PGV：Parti　de　la　gaushe　verte

PI：Parti　de　1’istiqlal

PJD：Parti　de　la　justice　et　du　developPement

PLJS：Parti　de　la　libert6　et　de　la　justice　sociale

PML：Parti　rnarocain　lib壱raI

PND：Parti　national－d6mocrate

PPS：Parti　du　progres　et　du　socialism

PRD：Parti　de　la　reforme　et　du　d6veloppement

PRE：Parti　du　renouveau　et　de　r6quit6

PRV：Parti　de　la　renaissance　et　de　b　vertu

PS：Par［i　socialiste

PSD：Part」　socialiste　democratique

PSU：Parti　socialiSte　unifi6

PT：Parti　travailliste

PUD：Parti　unit6　et　d6mocratie

RNI：Rassemblement　nationa1　des　ind6pendants

UC：union　constitutionnelle

UD　Union　d6mocratique

UGTM：Union　g6n6rale　des　travailleurs　du　Maroc

UMD：Union　mar㏄aine　pour　la　dem㏄ratie

UMT：Union　marocaine　du　travail

UNFP：Union　nationale　des　force　POPUIaires

USFP：Union　socialiSte　des　f（〕rce　POPulaires

注

1、政治学では、定数1の選挙区を小選挙区

制とし、そのほかはすべて大選挙区制とされ

る。中選挙区制は日本のメディア用語で、一

般に政治学の論考では使われない。しかし、

モロッコの総選挙は、定数2以上の大選挙区

と全国一区の大選挙区の併用で行なわれるた

め、前者を中選挙区と呼んで後者の大選挙区

と区別することとした。それゆえ、本稿では

全国一区の選挙区のみを大選挙区とし、国を

分割する複数の選挙区で定数が2以上のもの

を中選挙区とする。レバノンなど、他国の場

合にもこれを用いた。

2、議席を獲得する政党数が増加する1977年

総選挙（表3）から、獲得議席が10未満の

政党を諸派として一括した。ただし、至近の

2016年総選挙（表10）は、議席を獲得した

政党数が減少したので、そのすべてを記した。

3、経済危機やデモ暴動を背景とした構造調

整受け入れが民主化の契機となるプロセスは、

エジプトやチュニジア、アルジェリア、ヨル

ダン、イエメンでも見られる。［松本2015：

47－54］

4、そもそも、ゲリマンダリングは一党優位

政党やヘゲモニー政党など、特定の支配政党

を形成、維持するためのもので、多党制を導

けるようなものではない。

5、このほかに、低い投票率にかかわる政治

的無関心の問題がある。モロッコの選挙は選

挙人登録制度をとっており、登録した有権者

数を母数として投票率が示される。一般に登

録制度がない選挙よりも投票率は高くなるが、

モロッコの場合は非常に低く、投票時の無効

票の割合も高い。

　1996年民主化以降の総選挙での投票率

と無効票の割合は、以下の通り。1997年：

投票率58．3％無効票14．6％、2002年：投

票率51．6％無効票15％、2007年：投票率

37％無効票19％、2011年：投票率45．40％

無効票22．3％、2016年：投票率43％。ち

なみに2016年の登録選挙人は1570万2592

人。［Storm　2007，　Szmolka　2010，　Wikipedia

2016A／C／D］。

　投票率の低さは、政党の細分化による混乱

や不信感の表れといわれ、多党制と関連し

ている。［willis　2009：66－67，白谷2014：

105－106］また、有効投票数が少なければ、

浮動票が少なくなり、選挙結果が多党制にな

りやすいとの指摘も可能であろう。しかし、

モロッコで低い投票率が実際に多党制を促し
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ているかどうかについて確認できなかったの

で、この問題は本稿の論述から除外した。

6、2002年、2007年、2011年の選挙区は、

2016年総選挙の選挙区に即して配置した。

モロッコの選挙区は基本的に州県であり、ほ

かに州県を分割した選挙区がある。しかし、

行政区域の改編が2004年、2009年、2015年

と、表に記した総選挙の合間すべてに実施さ

れたため、選挙区の改編もそれに沿って生じ

ている。州県内の選挙区および州県の改編は

注記で説明した。州県の新設は旧州県内の選

挙区が分離されて新州県となる例、統合の場

合は統合された旧州県が新しい州県の選挙区

となる例がほとんどであるため、区域の厳密

な境界は不明であるものの、地域としての選

挙結果は把握できると判断した。

　西サハラでの総選挙は、モロッコが実効支

配している地域のみで実施されている。グル

ミーム・ワディ・ヌーン地方の南部、プアユー

ン・サーキア・エルハムラ地方の大半、エッ

ダーヒラ・ワディ・エッダハブ地方のすべて

が西サハラに属する。

　地名はアラビア語とフランス語双方の表記

および発音があるが、より一般的なものを選

択した。カタカナ表記は現地の発音に準じた。

各選挙区の議席獲得政党は、横並びで比較し

やすいようアルファベット順とした。

　選挙結果の出展は以下の通り。2002年総

選挙［REMALD　2003］、2007年総選挙［REMALD

2008，Morocco　2015A］、2011年総選挙

［Morocco　2015B，　Wikipedia　2016B］、　2016

年総選挙［Morocc。2016，　Wikipedia　2016D］、

2015年に改編された行政区域［Ba‘azawr

2015］。このうち、2011年総選挙に関しては、

資料間で結果に食い違いが見られる。記載ミ

スや選挙後の党籍移動などが考えられるが、

理由を特定できなかったので、筆者が適当と

判断したものを記した。
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